
合格者の声
LECの答練には種類があります。「範囲指定答練」
は択一を10問に絞ったうえで記述を３問解く形式

なのですが、土地・非区分建物・区分建物の千本ノックを
受けているような感覚でした。これにより瞬発力・重要論

点の抜き出しの力がついたと思います。「直前ファイナル答
練」は本試験より難易度のレベルが高かったので、何度も
繰り返すことによって、試験本番も頭が真っ白になること
がなく、精神的に安定して臨めたと思います。 30代男性

3つの答練ここがスゴい！
範囲指定答練／直前ファイナル答練／最終チェックテスト

1 出題分析

2 復習しやすい教材
LECの答練教材は、復習までしっかりサポートします。まずは
復習しやすいように、 問題・解答用紙は2部ずつ提供。さらに
解答用紙は、PDFデータも提供しています。

「直前ファイナル答練」においては、記述の重要論点穴埋め形
式ドリルを提供！暗記のためのツールとしてご活用いただけま
す！（穴埋め形式ドリルは PDFデータでのご提供となります。）

● 問題・解答用紙は2部ずつお渡し！ ● 穴埋めドリル

※本ページの教材はイメージとなります。

まずは、解説を確認しながら、知識
を理解・整理。本当に覚えられた
かの確認には、「解答の記載がない」
穴だけのドリル（PDFによる各自
ダウンロード）で最終チェック。場
所を選ばず理解度の最終確認が可
能。暗記に自信がつきます。

記述作問の流れ（イメージ）

五月雨式の学習や単に数年分の過去問を解答しているだけで
は、ヤマを張っているだけで、合格できるかどうかは運まかせ
という状態です。それは「過去の本試験問題が解けているか
ら大丈夫」という誤解にも繋がります。また、解答が容易では
ない出題に重きをおいて学習することは、合格に必要な知識

の軸を失うことになりかねません。つまり、むやみに過去問を
解く学習は、合格を引き寄せる学習とは限らないのです。調
査士受験指導歴30年以上のLECならではの豊富な経験と正確
な分析に裏打ちされた合格のために必要な問題を提供してい
ます。

2023（R.5） ⼟地地⽬変更合筆登記 正しい筆界点の認定と地番

2022（R.4） ⼟地⼀部地⽬変更分筆登記  本来の形状と利⽤形状の相違

2021（R.3） ⼟地分筆登記  遺産分割後、相続⼈の1⼈から申請

2020（R.2） ⼟地分合筆登記  相続、⾯積指定

2019（R.1） ⼟地地積更正・分筆登記  3筆分筆（いずれも宅地）

2018（H.30） ⼟地⼀部地⽬変更分筆登記 売買契約により⼀部が雑種地から宅地になる分筆

2017（H.29） ⼟地地積更正分筆登記 遺産分割協議を基にした地積更正の絡む分筆

2016（H.28） ⼟地分筆登記 畑の２筆分筆

2015（H.27） ⼟地⼀部地⽬変更分筆登記 宅地から⽤悪⽔路を分筆

2014（H.26） ⼟地分合筆登記 申請⼈の読み取り認定

　　本本試試験験（（第第2211問問））  
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放射 交点 平⾏ 垂直 相似 その他

・法⼈からの申請（登記事項証明書）

・宅地→（イ）宅地（ロ）公衆⽤道路

・道路後退（セットバック）

・筆界と所有権界の是正

・本⼈確認情報を提供

・合併制限についての理解

・⼀の申請情報による申請の可否

・地⽬の認定⽅法（準68柱書）

・地積測量図（⽅位変換必要）

・相続⼈からの申請

・敷地権の⽬的である⼟地

・みなし規約敷地の理解

・売買による代位申請

・所有権移転登記請求権

・代位可能な範囲の判断

・国有地払い下げ

・所有権証明書の具体的中⾝の理解

・⼟地所在図兼地積測量図

・マイナス座標値

・筆界の判断

第7回 ・筆界の定義
公開模試① ・承役地の分筆

・法⼈からの申請（会社法⼈等番号）

・1筆→3筆

第8回 ・宅地→（イ）宅地（ロ）雑種地
公開模試②     （ハ）公衆⽤道路
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本試験出題論点を抽出01 出題要素を徹底分析02 答練出題論点表作成03
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令和7年本試験問題　第22問
吹抜部分に設置された階段部分について

私人を所有権の登記名義人とする土地の一
部を取得した地方公共団体が、代位による分
筆の登記を嘱託するときは、登録免許税は課
されない。

最終チェックテスト
第2回　第10問肢オ

所有権の登記名義人としてＡ及びＢが記録
されている甲土地から乙土地を分筆する登
記を申請する場合において、申請情報と併せ
て分筆後の甲土地をＡが、乙土地をＢがそれ
ぞれ単独で所有することを証する情報を提
供したときは、分筆後の各土地をＡ又はＢの
単独所有とする旨の登記が実行される。

【事実関係】
7（6）新築倉庫の南東部分には、吹き抜け部分が存在し、その吹き抜
けに接して片面が格子手すり（柵上のオープン手すりで壁の用をな
していない手すり）となっている階段が設置されている。

図2〔本件新築建物（各階平面図）〕における点線は、格子状の手す
りであり、腰壁や階段室を構成する壁を一切欠く構造のものである。

範囲指定答練
第4回　第7問肢ウ

直前ファイナル答練
第3回　第22問

区分建物が甲土地上にのみ存する場合にお
いて、甲土地に隣接する乙土地を当該区分建
物の敷地とする規約を設定したことにより敷
地権が生じたことを原因とする区分建物の
表題部の変更の登記を申請するときは、当該
申請情報と併せて変更後の建物図面を提供
しなければならない。

直前ファイナル答練
第１回　第7問肢ウ

範囲指定答練～直前ファイナル答練、
本試験直前の最終チェックテストまで

ほぼ毎週答練があり、体力的にも精神的に
もかなりハードでしたが、1回も休まず、毎回
本試験を受ける気持ちで臨みました。添削

もして頂けるので、自分の感覚と実際の得点
のギャップに気付けた点も良かったです。特
にどの箇所にどの位配点があるのかというこ
とが独学では分からないため、得点配分のイ
メージを掴むことができました。  40代男性

記述の文章問題が凝っていて、本番さながらのページ数
の問題が出てくるので、問題作成者さんのすごさを感じま

した。択一に関しても解説が丁寧に記載してあり、教科書をひ
かなくても、解決できるようになっているところが良かったです。
 30代女性

●択一問題の的中例

●記述問題の的中例

3 本試験問題的中

私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を買い受
けた地方公共団体が、私人に代位して当該土地を2筆に
する分筆の登記の嘱託をする場合には、登録免許税は課
されない。

令和7年度 本試験問題　第19問肢イ令和7年度 本試験問題　第11問肢ア

甲土地上にのみ存する区分建物について、当該区分建
物の存しない乙土地を当該区分建物の規約敷地とする
新たな規約を設定したことによる表題部の変更の登記
を申請する場合には、建物図面を提供しなければなら
ない。

令和7年度 本試験問題　第10問肢イ

２階（ 部分については図 4を参照。） 

Ａ及びＢが所有権の登記名義人である甲土地から乙土
地を分筆する分筆の登記の申請がされた場合において、
分筆後の甲土地をＡが単独で所有し、乙土地をＢが単
独で所有する旨の共有物分割の判決があったことを証
する情報が提供されたときは、甲土地の登記記録には
Ａが単独所有者として登記され、乙土地の登記記録に
はＢが単独所有者として記録される。

本試験初出題の論点も的中！

その他にも的中・類似問題多数出題！
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